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一
時
預
か
り
・
特
定
保
育
・
休
日
保
育
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

保護者がパート勤務や、
病気・出産など緊急の
とき、または育児に伴
う心理的・体力的負担
の軽減を図るときなど

家庭での保育が困難で、
１カ月におおむね64時
間以上の保育を行うこ
とができないとき

保護者がパート勤務や、
病気・出産などのため、
休日に家庭での保育が
できないとき

市内在住の生後６カ月～就学前の児童

一時預かり 特定保育 休日保育

対象児童

利用条件

市立実住保育園
市立朝陽保育園

市立二州第一保育園
私立風の村保育園

実 施 園
市立実住保育園
市立朝陽保育園 私立風の村保育園

日曜日､祝日､年末期間
（１月１日～３日は
利用できません）

月曜～土曜日（祝日、年末年始を除く）利 用 日

利用日数

利用時間

おおむね月15日程度月合計14日以内 －
午前８時30分～午後４時30分

　（土曜日は午前８時30分～正午）
午前８時30分～　　
　　　午後４時30分

３歳未満児  1日２，６００円・半日１，３００円
３歳以上児  1日１，２００円・半日     ６００円

（土曜日は半日料金となります）
利 用 料

市立実住保育園　☎４４３－１０２０（一時預かり・特定保育のみ）
市立朝陽保育園　☎４４４－００９９（一時預かり・特定保育のみ）
市立二州第一保育園　☎４４５－４００３（一時預かりのみ）  
私立風の村保育園　☎４４０－２００８（一時預かり･休日保育のみ）

申 込 先

　

保
護
者
の
方
が
就
労
や
病
気
な
ど
の
た
め
、
保
育
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
一
時
的
に
就
学
前

の
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
児
童
家
庭
課
☎
４
４
３
│
１
６
９
３
へ
。

※必要に応じて時間外保育を利用することができます。（料金は別に必要です）
※休日保育は、おやつ代と布団代が別に必要です。また昼食を各自持参ください。
※各園とも定員によりお預かりできない場合もあります。     

米
の
消
費
拡
大
「
親
子
千
葉
丼
料
理
コ
ン
テ
ス
ト
」
出
場
者
募
集

と　

き　

11
月
20
日
㈰

と
こ
ろ

　

Ｊ
Ａ
西
印
旛
「
と
れ
た
て
産

　

直
館
印
西
店
」
調
理
室

内　

容

　

千
葉
県
産
の
米
と
食
材
で
作

　

る
オ
リ
ジ
ナ
ル
丼
の
コ
ン
テ

　

ス
ト

対　

象

　

印
旛
郡
市
在
住
の
小
学
５
・

　

６
年
生
と
そ
の
保
護
者
二
人  

　

一
組
。

定　

員　

６
組
（
書
類
選
考
に

　
　
　
　

よ
り
決
定
）

申
込
方
法

　

10
月
31
日
㈪
ま
で
に
、
応
募

　

用
紙
に
必
要
事
項
記
載
の
う

　

え
郵
送
ま
た
は
持
参
。

　

な
お
、
応
募
用
紙
お
よ
び
パ

　

ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
市
役
所
農

　

政
課
窓
口
で
配
布
ま
た
は
県

　

印
旛
農
業
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ

　

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

http://www.pref.chiba.lg.jp/

　

ap-inba/index.html

送
付
先

　

〒
２
８
５
│
０
０
２
６

　

佐
倉
市
鏑
木
仲
田
町
８
│
１

　

印
旛
農
業
事
務
所
企
画
振
興

　

課

　

詳
し
く
は
、
印
旛
地
域
農
林

業
振
興
普
及
協
議
会
事
務
局

☎
４
８
３
│
１
１
２
９
へ
。

戦
傷
病
者
な
ど
の
妻
の
方
へ
特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

○
平
成
15
年
４
月
２
日
以
降
に

　

戦
傷
病
者
な
ど
と
婚
姻
さ
れ

　

た
妻
、
ま
た
は
同
日
以
降
じ

　

後
重
傷
に
よ
り
第
５
款
症
以

　

上
の
戦
傷
病
者
な
ど
と
な
ら

　

れ
た
方
の
妻
で
あ
っ
て
、
平

　

成
23
年
４
月
１
日
に
お
い
て

　

戦
傷
病
者
な
ど
で
あ
る
夫
が

　

第
５
款
症
以
上
の
増
加
恩
給

　

な
ど
を
う
け
て
い
た
方
。（
額

　

面
15
万
円
（
軽
傷
者
は
半
額
）

　

５
年
償
還
の
国
債
）

○「
第
十
八
回
特
別
給
付
金
」

　

ま
た
は
「
第
二
十
回
特
別
給

　

付
金
」
の
受
給
権
を
取
得
し

　

た
妻
で
あ
っ
て
、
戦
傷
病
者

　

等
で
あ
る
夫
が
平
成
15
年
４

　

月
１
日
か
ら
平
成
18
年
９
月

　

30
日
ま
で
の
間
に
公
務
傷
病

　

以
外
の
原
因
に
よ
り
死
亡
さ

　

れ
た
方
。（
額
面
５
万
円
、
５

　

年
償
還
の
国
債
）

請
求
期
間

　

10
月
１
日
〜

　
　
　
　

平
成
26
年
９
月
30
日

　
（
土
曜
、
日
曜
日
、
祝
日
、

　

年
末
年
始
を
除
く
）

　

詳
し
く
は
、
千
葉
県
健
康
福

祉
指
導
課
援
護
恩
給
室
☎
２
２

３
│
２
３
４
６
へ
。

計
量
器
（
は
か
り
）
の
定
期
検
査
を
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

　

計
量
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し

の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
関
わ
り
を

も
っ
て
い
ま
す
。

　

計
量
器
（
は
か
り
）
の
正
確

さ
を
保
ち
、
適
正
に
計
量
取
引

を
す
る
た
め
に
、
計
量
器
（
は

か
り
）
の
定
期
検
査
を
実
施
し

ま
す
。

　

商
店
や
工
場
・
学
校
・
病
院

な
ど
、
計
量
器
を
取
引
や
証
明

に
使
用
し
て
い
る
方
お
よ
び
事

業
所
は
、
必
ず
定
期
検
査
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。
計
量
器
（
は

か
り
）
の
定
期
検
査
は
、
次
の

日
程
で
行
い
ま
す
。

と　

き　

10
月
12
日
㈬
、
13
日

　
　
　
　

㈭
、
14
日
㈮
、
17
日
㈪
、

　
　
　
　

18
日
㈫

　
　
　
　

午
前
10
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
３
時

と
こ
ろ　

市
役
所
北
側
駐
車
場

　
　
　
　

内
公
用
車
車
庫

※
検
査
当
日
は
、
計
量
器
（
は

か
り
）
と
手
数
料
（
１
台
に
つ

き
５
０
０
円
〜
３
６
０
０
円
程

度
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
商
工
課

☎
４
４
３
│
１
４
０
５
へ
。


